










要約:乳幼児突然死症候群(SIDS)はいまだ原因不詳の疾患であり、その病態把握や正確な

発症頻度の算出には、解剖が不可欠である。わが国は、全国的に見れば監察医制度の普及

が不備であり、この点では先進諸国の中にあってきわめて特異的な国であると言わざるを

えない。昨年度の厚生省研究班にて定義の改訂がなされ、剖検が義務づけられたが、本年

度は、本症の診断システムの確立を目的とし、剖検履行に関与する 5項目について検討を

行った(1 乳幼児の突然死に対する解剖制度に関する問題、2異状死体の定義に関する問題、

3 わが国における監察医制度に関する問題、4 乳幼児の突然死に対する剖後履行の条例化

の可能性について、5乳幼児突然死症候群の診断のためのガイドラインの普及について)。

その結果、国レベルでの監察医制度の充実が急務であると結論された。


